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 千葉県健康福祉部高齢者福祉課長 

（公印省略） 

 

新型コロナウイルスに係る高齢者施設等への応援職員派遣の追加募集

の協力について（依頼） 

  

本県の高齢者福祉施策の推進については、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の一環として、高齢者 

施設等において感染者が発生した場合や在宅の要介護者の家族が感染した場合に

おいて、高齢者施設等相互の助け合いの仕組みを作り、介護職員等の不足を補い、

入所者や利用者へのサービスを継続するため、あらかじめ派遣可能な介護職員等を

登録し、感染防止策等に関する研修を行った上で、緊急時に派遣できる体制を構築

したところです。 

しかしながら、今般、高齢者施設等におけるクラスターが急増していることに 

伴い、介護職員等（看護師含む）の人員不足の事例が多数発生し、更なる応援職員

を必要としているところです。 

ついては、各施設・事業所の皆様におかれましては、こうした事業の趣旨を   

御理解の上、派遣可能な介護職員等（看護業務可能な看護師含む）の推薦をお願い

いたします。 

なお、本事業は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会に委託して実施しており、

推薦書は、令和３年１月２２日（金）を目途に下記県社協宛てに電子メールにて 

送付いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

各 様 

【送付先・照会先】 

（福）千葉県社会福祉協議会 福祉サービス事業部 佐野・宮澤 

電話番号 043-245-2940 

メールアドレス servicedept@chibakenshakyo.com 
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以下は今回追加募集の概要です。今回追加で登録する応援職員は、玉突き支援  

（※１）に限り行うため、令和２年９月１０日付け高１０７８号で示した感染症発生

の施設（レッドゾーン・グリーンゾーン）や在宅の要介護者への派遣は想定していま

せん。このため、今回は感染対策（ガウン着脱や手指消毒の方法等）を学ぶ研修会は

実施しません。 

 

１ 事業概要  

感染症患者発生施設へ応援職員を派遣し、職員不足となった施設への介護職員 

の派遣 

高齢者施設等で感染症が発生し、介護職員等が感染あるいは濃厚接触者と

なった場合、入院や自宅待機によって、介護職員等が不足することが見込ま

れます。 

こうした事態に備え、県では千葉県社会福祉協議会に委託し、感染症患者

が発生した施設等への派遣に応じていただける介護職員等（看護業務可能な

看護師含む）を募集し、応援職員の登録及び派遣を行っているところです。 

今回は、応援職員を派遣したことにより職員が不足した施設に対する派遣

に応じていただける介護職員等（看護業務可能な看護師含む）を募集し、  

登録及び派遣します。（※１） 

応援職員には、あらかじめ派遣可能の期間を伺い、派遣時には派遣先、  

派遣期間、業務内容等を説明の上、派遣を行うこととします。 
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≪感染症患者発生施設（法人）による応援職員派遣の依頼手順≫ 

(1)法人内で感染症患者が発生 

(2)感染症患者発生施設で職員が不足 

(3)同一法人内で応援職員を派遣 

(4)応援職員を派遣した施設で職員が不足 

(5)法人本部から県社協へ、(4)の施設への応援職員派遣（玉突き支援）調整を 

依頼 

(6)県社協は応援職員名簿に基づき派遣協力施設と調整、応援職員を派遣 

 

 ２ 留意事項等 

（１）対象施設等 

・対象施設等は、県内（政令市・中核市を含む。）の高齢者施設、介護サービス

事業所とします。 

（２）派遣職員の登録 

・推薦のあった施設（事業所）名及び応援職員名については、県社協が、「派遣

可能応援職員名簿」に登録し、名簿を県と共有します。 

・派遣調整を行うため、必要に応じて、関係団体（千葉県高齢者福祉施設協会、

千葉県老人保健施設協会）と情報共有することがあります。 

・本事業の趣旨を理解いただき、応援職員の推薦のあった施設・事業所について

は、県庁ホームページに施設（事業所）名を公表します。（掲載を希望しない 

場合は、掲載しません。） 

 （３）派遣調整  

・高齢者施設等で感染症が発生した場合の支援について、法人本部から派遣の 

要請があった場合は、県社協は県と協議し、「派遣可能応援職員名簿」に   

基づき派遣調整を行います。 

・派遣調整にあたっては、必要に応じて、関係団体と協議し、効果的な支援が  

行えるよう調整します。 

・感染者が発生した施設の情報は、原則非公表のため、施設名や感染者情報の  

取り扱いには十分注意願います。 

 （４）かかり増し経費の扱い 

・派遣元施設や派遣元事業所が、応援職員を派遣するために必要となる経費 

（割増賃金・手当、旅費、宿泊費等）や、派遣した応援職員の穴を埋めるため、   

新しく雇用した職員に係る経費（職業紹介料や賃金）などは、令和 2 年度千葉

県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業のうち「介護 

サービス事業所等との連携支援事業」の対象となります。 

・派遣先施設や派遣先事業所のかかり増し経費は、令和 2 年度千葉県新型コロナ

ウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業のうち「介護サービス事業所

等におけるサービス継続支援事業」の対象となります。 
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なお、申請する場合は、個別に千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導

班まで御相談ください。 

（相談先）千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班（043-223-2395） 

（県ＨＰ） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/fukushishisetsu/servicekeizoku.html 

※派遣先の施設が政令市・中核市に所在する場合は、当該市の担当課へ御相談 

ください。 

 （５）労災適用 

・応援職員が感染した場合の入院費等は、令和２年４月２８日付け厚生労働省 

労働基準局補償課長通知により、介護業務等に従事する医師、看護師、介護   

従事者等が、新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが 

明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされていま

す。 

（６）留意事項 

 ・今回の応援派遣は、派遣元事業者が業務として職員を派遣するものであり、  

上記かかり増し経費の対象となることや、応援職員が感染等した場合は労災の

適用となることからボランティアや有給休暇による派遣は想定していません

のでご留意願います。 


